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埼玉県中小企業高度化資金貸付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、埼玉県中小企業高度化資金貸付規則（平成８年埼玉県規則第３

５号。以下「規則」という。）の規定に基づき、県が貸し付ける中小企業高度化資

金（以下「貸付金」という。）の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定期償還期日） 

第２条  規則第２条第１項に規定する貸付金の償還期日は、原則として、貸付実行日 

が６月２１日から１２月２０日までのものにあっては毎年６月２０日、貸付実行日 

が１２月２１日から６月２０日までのものにあっては毎年１２月２０日とする。 

２  前項の償還期日が金融機関の休業日に当たるときは、それぞれ次の最初の金融機 

関の営業日を償還期日とみなす。 

（据置期間中の利子支払期日） 

第３条  規則第２条第７項に規定する据置期間中の利子の支払期日は、前条第１項及 

び第２項の規定を準用するものとする。 

（利子計算方法） 

第４条  利子の計算期間が一年に満たない場合の利子の計算方法等は、次のとおりと 

する。 

 一  貸付金残高  ×  年利率  ×  貸付日数  ÷  ３６５ 

 二  一年の日数は、うるう年であっても３６５日として計算する。 

 三  貸付日数は、貸付実行日及び償還日を含むものとする。 

２  利子に一円未満の端数金額が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとす 

る。 

３  繰上償還の場合にあっては、借主は、繰上償還する金額と、当該貸付金の利子を 

同時に支払わなければならない。 

（借入申請） 

第５条  規則第３条第１項に規定する借入申請書の様式は、様式第１号のとおりとす 

る。 

２  規則第３条第２項に規定する書類は、申請者の法人格、貸付対象事業の種類・内 

容及び貸付後の債権保全の必要性によって、次の各号に掲げるもののうちから指定 

する書式及び別途その都度指定する書類とする。 

 一  事業実施計画書（貸付対象事業の種類ごとに独立行政法人中小企業基盤整備機  

構が指定する様式） 

 二  総会、理事会又は役員会の議事録謄本 

 三  組合員名簿又は株主名簿 

 四  定款、登記事項証明書及び印鑑証明書 
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 五  連帯保証承諾書（様式第２号） 

 六  設計図、見積書、仕様書、カタログ、契約書等の写し 

 七  担保に提供しようとする物件の登記事項証明書 

 八  法令による許認可書の写し 

 九  最近の決算書 

（貸付決定） 

第６条  規則第４条第１項に規定する貸付の適否の通知は、適の場合にあっては様式 

第３号の貸付決定書により、否の場合にあっては、様式第４号の通知書により行う 

ものとする。 

（金銭消費貸借契約） 

第７条  規則第４条第２項に規定する金銭消費貸借契約を締結する契約書の様式は、 

様式第５号のとおりとする。 

２  規則第４条第３項に規定する地方公共団体等は、地方公共団体のほか、当該法人 

の資本金又は基本財産の４分の１以上の額を地方公共団体が出資又は出えんしてい 

る法人とする。 

３  規則第４条第３項に規定する金銭消費貸借契約を締結する契約書の様式は、様式 

第６号のとおりとする。 

（担保） 

第８条  規則第５条第１項に規定する担保は、原則として、貸付対象施設又は貸付金 

で取得した資産を徴するものとし、債権保全上必要があると認められる場合には、 

その他の資産等も併せて徴するものとする。 

２  貸付対象施設に抵当権を設定して担保とする場合には、第一順位の抵当権とする。 

３  損害保険金支払請求権、預金払い戻し請求権等に質権を設定して担保とする場合 

には、第一順位の質権とする。 

４  担保の提供者は、貸付けの決定を受けた者（以下「被決定者」という。）若しく

は借主、又は第三者のいずれでも差し支えないものとする。 

（連帯保証人） 

第９条  規則第５条第２項に規定する知事の指定する者は、次の各号に掲げる借主ご 

とに、それぞれ定めるとおりとする。 

 一  独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令（平成１６年５月２６日政令第１

８２号）第３条第２項第１号に定める一般社団法人等  原則として理事全員（地

方公共団体が出えんしている法人にあっては、地方公共団体の職員の身分を有し

ている者を除く。） 

   ただし、質権の設定、損失補償契約等により必要な債権保全措置が講じられて  

いる場合は、連帯保証人を徴求しない。 

 二  会社  原則として取締役全員（地方公共団体が出えんしている会社にあっては、

地方公共団体の職員の身分を有している者を除く。） 
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   ただし、質権の設定、損失補償契約等により必要な債権保全措置が講じられて

いる場合は、連帯保証人を徴求しない。 

 三  前各号に定める以外の者 知事がその都度指定する者 

 

（計画変更承認申請書） 

第１０条  規則第７条に規定する計画変更承認申請書の様式は、様式第７号のとおり 

とする。 

（完了報告書） 

第１１条  規則第１１条に規定する完了報告書の様式は、様式第８号のとおりとする。 

（違約金を徴しない特別な理由） 

第１２条  規則第１３条第１項に規定する特別な理由は、原則として次の各号のいず 

れかに該当する場合とする。 

 一  県の歳入となったのは支払期日後であっても、借主は支払期日までに金融機関  

に払い込んでいる場合。 

 二  災害、事故、交通機関又は通信手段の途絶等、支払期日までに支払うことが客  

観的に困難な状況であったと認められる場合。 

 三  規則第１２条第７号から第１０号のいずれかに該当することを理由として同条  

の規定による請求をした金額が支払期日までに支払われなかった場合であって、  

かつ、借主及び連帯保証人も無資力に近い状態にあり、違約金の徴収が極めて困  

難であると認められる場合。この場合において、請求しないこととする違約金の  

額は、担保処分等によっても支払いを受けることができないと認められる違約金  

の額を限度とする。 

 四  前号の場合において、償還期限までに支払われていない定期償還金がある場合。  

この場合において、当該定期償還金の違約金も前号に準じて取り扱うことができ  

る。 

２  規則第１３条第２項に規定する特別な理由は、原則として次の各号のいずれかに 

該当する場合とする。（この項に限り、借主には貸付対象施設を占用している組合 

員を含む。） 

 一  規則第１３条第２項の違約金を請求しようとするとき、借主が規則第１２条第  

７号から第１０号のいずれかに該当する状態で、かつ、借主及び連帯保証人も無  

資力又は無資力に近い状態にあり、違約金の徴収が極めて困難であると認められ  

る場合。この場合において、請求しないこととする違約金の額は、担保処分によ  

っても支払いを受けることができないと認められる違約金の額を限度とする。 

 二  違約金の徴収によって、借主の事業継続に著しい障害が生じると認められる場  

合。 

 三  借主の申出によって規則第１２条の規定による請求をすることとなった場合。  

この場合において、違約金計算の基礎とする日数は、当該請求に係る貸付金の貸  
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付の日から借り主の申し出の日までの日数とする。 

 四  県の検査若しくは調査又は会計検査によって規則第１２条の規定による請求を  

することとなった場合。この場合において、違約金計算の基礎とする日数は、当  

該請求に係る貸付金の貸付けの日から県の検査若しくは調査又は会計検査の日

までの日数とすることができる。 

 

（連帯保証人の変更） 

第１３条  規則第１５条の規定により、被決定者又は借主が連帯保証人を変更するた 

め知事の承認を受けようとするときは、様式第９号の連帯保証人変更承認申請書を 

提出しなければならない。 

（利用状況報告書） 

第１４条  規則第１６条に規定する利用状況報告書の様式は、様式第１０号のとおり 

とする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成９年３月１９日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年７月１８日（適用日）から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年５月２６日（適用日）から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年５月２０日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年２月１０日から施行する。 


